
 
令和６年２月２６日 

 

 

令和６年 第１回杵築市議会定例会 

 
 

提 出 議 案 説 明 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

令和６年第１回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 
最大震度７を観測し、甚大な被害が発生しました１月１日の能登半

島地震から２か月が経過しようとしています。犠牲になられた方々に

謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆様に心からお見

舞いを申し上げます。 
現地の被災状況は、２月１４日時点で、避難所での避難者約１万３

千人、住宅被害約６万７千棟、断水約３万１千戸の状況とのことです。 
市では杵築市観光協会と共同で、１月４日から杵築市役所本庁舎外

５か所に、そして追加で各コミュニティセンター１０か所に募金箱を

設置し、皆様から義援金の受付を行っております。２月１４日時点で

６９９，１９７円が集まっており、皆様からお預かりした義援金は、

日本赤十字社を通じて被災地全域に配分されます。   
また、被災地支援業務として３月１日から３月７日までの間、本市

職員１名を石川県の被災地へ派遣いたします。現地では、高齢で介護

が必要な方など、ホテル・旅館等での生活に不安のある方が避難する

１．５次避難所において支援を行う予定です。 
さらに、震災で住宅を失われた被災者の方々に対しましては、一時

的な避難所として３７戸の市営住宅を無償で準備しております。 
復興には、かなりの期間を要すると考えられますが、今後も被災地

の一刻も早い復興のため、全国市長会や県と連携しながら可能な限り

の支援を行ってまいります。 
今回の地震を受け、本市としましても「災害への備え」を改めて、

実感いたしました。大規模災害が発生した際、交通網の寸断などの影

響により、消防車や自衛隊の到着が遅れることが考えられます。その

ような状況の中、地域で活動できる防災士や自主防災組織の活動によ

って少しでも被害を減らす体制を整えていただくことが重要と考えて

おります。今後起こるであろう災害に備え、改めて「市民の皆様への
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情報提供の在り方」及び「市民の皆様と協働した避難所等での初動対

応」を再確認し、より迅速、的確に対応できる災害に強いまちづくり

に努めてまいります。 
さて、国は１２月１４日に「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金」を活用し、「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」を実

施する方針を決定しました。この方針の決定を受け、市としましても、

速やかな支援を実施するため、「低所得世帯物価高騰緊急支援給付金

事業」について、１月２６日に専決処分し支給に向けた準備を進めて

います。今回の給付金は、令和５年度における個人住民税均等割のみ

課税世帯に対して１世帯当たり１０万円、個人住民税非課税世帯及び

個人住民税均等割のみ課税世帯に対し、扶養している１８歳以下のお

子さん１人につき５万円を支給します。市民の皆様には準備が整い次

第、市報や市の公式ウェブサイトなどでご案内いたしますので、ご確

認をお願いいたします。 
また、市の独自施策として、物価高騰の影響を受けている子育て世

帯を支援するため、１８歳以下のお子さんを養育する方を対象に、お

子さん１人につき２万円を支給する「杵築市子育て応援給付金」を開

始しています。手続きを簡素化し迅速に支援するため、市から児童手

当を受給されている方は、基本的に申請を必要とせず、児童手当の受

給口座に２月末に振込をします。市から児童手当を受給されていない

方などについては申請が必要となりますので、市報や市の公式ウェブ

サイトなどにより詳細をご確認ください。今後も物価高騰の影響を受

ける子育て世帯等の生活の安定を支援し、子どもの健やかな成長のた

めの環境を確保してまいります。 
また、後ほど当初予算の概要の中で詳しく説明申し上げますが、令

和６年度一般会計当初予算では、令和５年８月に実施した「第３次総

合計画」の策定に向けた市民アンケートの満足度調査において、最も

関心が高かった「雇用対策の充実」や、若い世代の方が求める「子育
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て支援」を中心に、新規事業の創設や予算の拡充を行います。また、

杵築市の目指すべき将来像として最も支持された「活力のある 」、 「 
安心・安全な」まちづくりを目指すため、創業支援事業等の地域活力

を創出する事業に対して予算の計上を行い、市民の皆様の満足度を重

視したまちづくりの実現に向けて、総合的な対策を進めてまいります。 
現在、令和７年度からの「第３次総合計画」策定に向け準備を進め

ており、「市民アンケート」や「市民ワークショップ 」、 さらに杵築

高校の１年生には一部の施策に対する意見を出していただくなど、多

くの市民の皆様にご参加いただき、貴重なご意見を賜りました。今後

は、杵築市総合計画審議会において、次期総合計画を審議していただ

きますが、市民の皆様のニーズと各施策に対する重要度・満足度を考

慮しながら、将来を見据える中で今後１０年間のまちづくりをどのよ

うに取り組むべきか十分に審議し、総合計画の策定に取り組んで参り

ます。 
 
それでは、議案第１号から議案第９号までの令和６年度各会計当初

予算の概要について、順次説明を申し上げます。 
 各会計別では、一般会計１８０億８，０００万円、ケーブルテレビ

事業特別会計ほか３つの特別会計合計で、８３億１０万６千円、水道

事業会計ほか３つの公営企業会計の収益的支出と資本的支出の合計で、

６９億３，８８４万８千円としました。 
全て合わせますと、３３３億１，８９５万４千円の予算規模となり

ます。 
 
はじめに、令和６年度杵築市一般会計予算について申し上げます。

予算の総額は、前年度比３．３％、５億８，０００万円増の１８０億

８，０００万円です。 
まず、歳入ですが、市税については、前年度比５．２％、１億５，
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５７９万９千円減の２８億４，２０１万円としました。個人市民税の

定額減税による減収を９，８００万円見込んでいます。地方財政対策

を考慮して、臨時財政対策債は、前年度比６０％、３，０００万円減

の２，０００万円としました。また、地方交付税については、前年度

比１．９％、１億３，０００万円増の６８億５，０００万円としまし

た。 

令和６年度の歳入一般財源の額は、前年度比０．６％、６，３１９

万１千円増の１０８億８，３７８万８千円としました。 
基金繰入金については、市有施設整備基金繰入金５，９７０万円、

地域活力創出基金繰入金２億９，０８０万円、ふるさと杵築応援基金

繰入金４億９，７８０万円などを計上しています。なお、財政調整基

金からの繰入れは４年連続行っておらず、未来戦略推進プランの目標

である財政調整基金残高２０億円を確保しています。財政調整基金以

外の基金についても、基金残高を保ちながら、効果的な事業充当を行

い、財政収支の均衡を図っています。 
 
次に、歳出ですが、賃上げや物価高騰の影響等を加味した上で、未

来戦略推進プランに沿った予算編成としています。 
それでは、主な事務事業について、款を追って、説明を申し上げま

す。 
まず、総務費では、地方創生費において、新規の創業・開業に必要

となる経費への助成事業、結婚に伴う新生活のスタートアップの費用

に対する助成事業、東山香地区コミュニティセンター建設に係る経費

を新たに計上しました。ふるさと寄附金特産品贈答事業は、実績を基

に寄附予定額を９億円として予算計上しました。また、自治体情報シ

ステムの標準化・共通化に係る移行作業費、本庁舎屋上連絡通路の維

持補修工事費、地籍調査事業に要する経費などを計上しています。 
 

4



 

民生費では、在宅で医療的ケア児の看護等を行っている保護者が、

休息等を目的として訪問看護サービスを利用しやすいように、その費

用負担に対して支援する経費、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利

用できる新たな通園制度の創設を見据えた試行的事業を実施する経費

を新たに計上しました。また、重層的支援体制整備事業、障がい者自

立支援給付事業、後期高齢者医療事業、制度改正に伴い支給対象者等

を拡充する児童手当支給事業、子ども・子育て支援給付事業などの予

算額を確保しています。 
 

衛生費では、帯状疱疹ワクチンの接種費を助成する経費、女性を対

象とした骨粗鬆症の検診に係る経費、保険適用でも自己負担額が高額

となる不妊治療費を助成する経費を新たに計上しました。また、オン

ライン医療機器を搭載する移動診療車を導入する市立山香病院への繰

出金などの予算を計上しています。 
 

農林水産業費では、後継者対策として新規就農者及び親元就農者に

対する支援事業、高収益品目の導入等による経営多角化を行う集落営

農組織に対する支援事業、就農コーチのもとで栽培経営技術の研修を

行うファーマーズスクール事業、新規漁業就業者の独立経営を支援す

る事業などの予算を計上しています。また、肉用牛農家の生産性や収

益性の向上を図るためのスマート機器等の整備に対する助成や、園芸

作物の栽培施設整備に対する助成等も継続して予算計上しています。 
耕地事業については、中山間地域等直接支払事業、多面的機能支払

交付金事業、県施行農業土木事業、企業参入に係る園地整備事業に要

する経費を継続計上しています。また、熊野農免農道の舗装修繕費や

道路等整備原材料費など農業施設整備支援に要する予算を増額計上し

ています。 
水産事業については、アサリ資源の回復を図るための水産多面的機
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能発揮対策事業や種 苗
しゅびょう

の放流のための経費、美濃崎漁港物
もの

揚場
あ げ ば

の整

備に係る経費を継続計上しています。 
 
商工費では、４月から６月に開催される国内最大級の観光キャンペ

ーンである「デスティネーションキャンペーン」期間中の観光誘客に

係る経費、キャンペーンの開催に合わせ、観光滞在時間延伸を目的と

した夜の部のプログラムを開催するきつきお城祭り開催事業に係る経

費を増額計上しています。また、新たな地域雇用の拡大及び地域経済

の発展を図る企業立地支援事業、杵築ブランド強化推進事業などの予

算を引き続き計上しています。 
 
土木費では、道路・橋梁・トンネル・法面等の長寿命化に要する経

費の予算を確保しました。継続事業である鹿倉
か く ら

線
せん

及び重永
しげなが

吉野
よ し の

渡
わたり

線
せん

の

改良工事、県営事業で実施する土木工事、急傾斜地崩壊対策事業、港

湾・海岸施設整備工事などの県営工事負担金を予算計上し、インフラ

の整備を進めます。また、市道の維持補修工事費、高齢化率の要件を

廃止し市内全域の行政区に報奨金の交付対象を広げた環境ボランティ

ア支援事業については、予算を増額計上しています。 
 
消防費では、消防団が使用する小型ポンプ付積載車の購入費、大分

県が調査した「浸水想定区域図」を基に作成する中小河川等洪水ハザ

ードマップに係る経費など、市民の安全・安心を最優先とし、消防、

防災事業を予算計上しています。 
 
教育費では、学校現場において、複式学級や特別支援教育を充実さ

せるため、必要な支援教諭及び支援員の配置、外国語指導助手の配置、

不登校児童生徒の学校復帰を目指すため、スクールソーシャルワーカ

ーの増員や登校支援員を配置する経費などを計上しています。また、
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文化財の保存・活用に関するマスタープランである文化財保存活用地

域計画を策定する経費、北台武家屋敷地区の用地購入費、杵築城の耐

震診断を実施する経費を計上しています。 
このほか、学校給食の質と量を確保するため、学校給食センター運

営委員会に対して食材費の物価上昇分を補助する経費、図書館イベン

ト等の開催経費、市営サッカー場の人工芝管理機等の購入費、文化施

設や体育施設等の管理経費等を予算計上しています。 
 
災害復旧費では、予期せぬ災害に迅速に対応するため、過去５年間

の平均額を予算計上しています。 
 
公債費では、令和５年度に約５億８千万円を繰上償還することに伴

い、元利償還額を減額した予算を計上しています。 
 
また、住民情報システム標準化・共通化対応委託業務、個人番号系

コンピュータ等賃借料及び給水車購入費の契約事務執行のため債務負

担行為を計上しています。 
 
全体として、未来戦略推進プランに掲げた最終年度の取組や目標を

推進しつつ、令和７年度からスタートする第３次総合計画を見据えた

予算編成となっており、人口減少対策、子育て世帯への支援、産業振

興・雇用対策、地域活力の創出などに重点を置いた事業に取り組んで

まいります。 
 
以上、令和６年度一般会計予算について、その概要を申し上げまし

た。 
 
次に、令和６年度各特別会計及び各公営企業会計予算を申し上げま
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す。 
ケーブルテレビ事業特別会計については、前年度比１９．８％、９，

２５２万円の増とし、歳入歳出総額を５億５，９７４万４千円としま

した。ケーブルテレビ整備事業費については、東地区の光ケーブル化

工事に要する経費２億１，２６１万６千円を計上しました。 
国民健康保険特別会計では、前年度比１１．６％、４億５，７２１

万２千円の減とし、歳入歳出総額を３４億７，９４２万４千円としま

した。被保険者見込人数の減に伴い保険給付費は減額となっています。 
後期高齢者医療特別会計では、前年度比１７．０％、８，３３０万

円の増とし、歳入歳出総額を５億７，４７２万５千円としました。保

険料の改定等により、大分県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険

料等の負担金が増額となっています。 
介護保険特別会計では、前年度比４．３％、１億６，４５０万６千

円の減とし、歳入歳出総額を３６億８，６２１万３千円としました。

８５歳以上のサービス利用者見込人数の減少に伴い保険給付費等が減

額となっています。 
水道事業会計では、浄水場更新工事の増により消費税及び地方消費

税還付金が見込まれるため、収益的収入を５億９，９６３万８千円と

しました。収益的支出では、実績により電気料を減額と見込むほか、

維持管理方式の見直しなどにより、５億５，１４５万７千円としまし

た。資本的支出では、中平久保
な か ひ ら く ぼ

畑
ばた

線
せん

、小平野
こ び ら の

地区
ち く

などの配水管布設替

工事、浄水場更新工事を含む６億９，２５５万１千円としました。収

益的支出と資本的支出の合計では、１２億４，４００万８千円とし、

前年度比２５．７％、２億５，４５５万８千円の増となっています。 
工業用水道事業会計では、収益的支出を１，０１４万円、資本的支

出を１，５３７万５千円としました。収益的支出と資本的支出の合計

では、２，５５１万５千円とし、前年度比２．０％、４８万９千円の

増となっています。 
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下水道事業会計では、令和６年度から、農業集落排水事業を経営統

合することに伴い、収益的収入では、使用料や一般会計からの繰入金、

長期前受金戻入などが増になることから、７億７，６１１万７千円と

しました。収益的支出は、施設管理等委託料、減価償却費、企業債償

還利息などの増により、７億７，３０１万２千円としました。資本的

支出は、マンホールポンプ更新工事やストックマネジメント計画によ

る管渠
かんきょ

等の調査委託などを含む７億９，５７３万３千円としました。

収益的支出と資本的支出の合計では、１５億６，８７４万５千円とし、

前年度比１８．３％、２億４，３１５万円の増となっています。 
最後に、市立山香病院事業会計については、医業収益、一般会計負

担金等の増額により、収益的収入を３３億２，０２０万１千円としま

した。収益的支出では、薬品、診療材料、燃料費、業務等委託料など

の増を見込み、３３億２，０２０万１千円としました。資本的支出で

は、電子カルテシステムの整備、非常用発電機設置工事、Ｘ線テレビ

システムの更新を含む７億８，０３７万９千円としました。収益的支

出と資本的支出の合計では、４１億５８万円とし、前年度比１２．１ 
％、４億４，１７８万３千円の増となっています。 
 

続きまして、議案第１０号から議案第１５号までの令和５年度各会

計補正予算について説明を申し上げます。 
 
はじめに、令和５年度杵築市一般会計補正予算（第１０号）ですが、

今回の補正は、事業費の決算見込みに伴う精算、国・県の補正予算に

関連する補助事業の計上、精算に伴う基金からの繰入の減額及び基金

への積立が主なものです。 
補正額としましては、２億１，３２０万８千円を減額し、補正後の

予算の総額を２００億５，４９６万８千円とするものです。 
主なものを申し上げますと、まず歳入では、市民税、固定資産税の
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収入増が見込まれるため、市税は６，２００万円増額しました。法人

事業税交付金７００万円、環境性能割交付金４８０万円それぞれ増額

を見込み、地方消費税交付金については、３，３９０万円の減額を見

込みました。地方交付税については、再算定による追加交付９，２７

８万７千円を計上しました。国庫支出金は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金、社会資本整備総合交付金、災害復旧事業

等に係る事業費の決算見込みにより、１億１，３１２万６千円を減額

しました。県支出金は、国の補正予算による採択に伴い、令和６年度

に計画している事業の一部を前倒しで実施する地籍調査事業、農林水

産事業、災害復旧事業等に係る事業費の決算見込みにより、２，６９

４万円を増額しました。繰入金は、歳出額の減に応じて財政調整基金

繰入額を１億４，８１３万２千円減額し、未来戦略推進プランの目標

である基金残高２０億円を確保し、２８億４，０００万６千円としま

した。市債については、事業費の決算見込みにより、４，１８０万円

を減額しました。 
 
歳出では、職員の早期退職者等の増により職員退職金を１億５，７

９９万７千円増額、過疎バス運行補助金４０万５千円の増額、国の補

正予算による採択に伴い、氏名の読み仮名に係る戸籍法の改正に対応

するためのシステム改修費２７９万４千円と地籍調査費６，７３８万

１千円の増額、燃料費の高騰によるごみ処理業務委託料１４７万８千

円の増額、経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金８４５万４千

円の増額、家畜診療件数の増加に伴う医薬材料費１５０万円の増額、

捕獲頭数が当初の見込頭数を上回る見通しであるため、有害鳥獣捕獲

事業３７０万円の増額を計上しました。事業の確定により、県施行の

農業土木事業、土木事業、急傾斜地崩壊対策事業は、事業費の調整を

しています。災害復旧費については、農地等災害復旧費を６２５万３

千円減額、公共土木施設災害復旧費を１億２，４８５万６千円減額し
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ました。 
また、戸籍住民基本台帳事業ほか１６件については、年度内の完成

が困難となることから、令和６年度へ繰り越して実施するため、繰越

明許費の設定を行いました。 
 
次に、杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第２号）につ

いては、基金利子と消費税還付金をケーブルテレビ事業基金に積み立

てるため、８１５万３千円増額し、補正後の歳入歳出総額を７億７，

５３５万３千円としました。 
次に、杵築市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、

療養給付費の減に伴い、１億６，５５１万６千円減額し、補正後の歳

入歳出総額を３８億６，７９４万円としました。 
次に、杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

は、保険料収納等の決算見込みにより、２３万２千円増額し、補正後

の歳入歳出総額を４億９，３１１万９千円としました。 
次に、杵築市介護保険特別会計補正予算（第３号）については、介

護サービスの需要が減少する見込みであるため、１億７，０２４万１

千円減額し、補正後の歳入歳出総額を３８億９９７万７千円としまし

た。 
次に、杵築市立山香病院事業会計補正予算（第２号）については、

収益的収入と資本的収入において、国、県の補助金、一般会計からの

繰入金、企業債の決算見込額を計上しました。資本的支出においては、

医療機器の購入や施設整備に係る経費などの確定により減額補正しま

した。 
 
以上、令和５年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 
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続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 

まず、議案第１６号 杵築市行政組織条例の一部改正については、

青壮年期から高齢期までの健康づくりを切れ目なく実施するため、医

療介護連携課所管業務の介護予防事業を健康長寿あんしん課へ所管替

えするなど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１７号 杵築市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部改正については、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、改正箇所を引用している条例中の条文を改めるなど、所要の

改正を行うものです。 
 
次に、議案第１８号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正については、監査委員の報酬の

額について、県内他市と均衡を図るため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１９号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の一部

改正については、本市の財政状況を鑑み、職員の給料月額を減額する

ため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２０号 杵築市技能労務職員の給与の種類及び基準を

定める条例及び杵築市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正については、地方自治法の一部改正に伴い、令和６年度から

技能労務職員及び企業職員として従事する会計年度任用職員に勤勉手

当を支給するため、所要の改正を行うものです。 
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次に、議案第２１号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、国に準じて基準を改

めるため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２２号 杵築市ひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例の一部改正については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律の一部改正に伴い、改正箇所を引用している条例中

の条文の所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２３号 杵築市介護保険条例の一部改正については、

介護保険法施行令等の一部改正により、第１号保険料の標準段階、標

準乗率及び公費軽減割合が見直されたため、所要の改正を行うもので

す。 
 
次に、議案第２４号 杵築市介護保険法に基づく指定地域密着型介

護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型

サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する条例等の一部改正については、

指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

に伴い、国に準じて基準を改めるため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２５号 杵築市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、補償基礎額を改めるため、所要の改正を行うもの

です。 
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次に、議案第２６号 杵築市水道事業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例及び杵築

市水道事業給水条例の一部改正については、水道法の一部改正で、所

管する権限の一部が厚生労働大臣から国土交通大臣へ移管されるため、

引用している条例中の条文について、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２７号 杵築市立山香病院薬剤師就業支度金貸与条例

の制定については、山香病院に勤務しようとする薬剤師に、就業支度

金を貸与し、薬剤師の安定的な確保を図るため、条例を制定するもの

です。 
 
以上、提出いたしました予算議案１５件、条例議案１２件について、

説明を申し上げました。 
 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 
 

それでは、報告第１号及び報告第２号について、説明を申し上げま

す。 
 
まず、報告第１号 令和５年度杵築市一般会計補正予算（第９号）

の専決処分の承認を求めることについては、国の物価高騰対策として、

家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯や低所得の子育て世

帯などに給付金を給付する経費が早急に必要であったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第３項

の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第２号 専決処分の報告については、本市公務員が公務
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中に起こした物損事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分しましたので、同条第２項の規定により議会に報告す

るものです。 
 

何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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